
 

 

 

 

平成28年12月7日 

 

 

行政評価局調査の実施 
 

総務省行政評価局は、「平成28年度行政評価等プログラム」に基づき、行政評価局調査を重点的

かつ計画的に実施することとしています。 

今回、平成28年12月から実施する下記テーマの計画について公表します。 
 
 
 

  ○ 農林漁業の6次産業化の推進に関する政策評価 

    農林漁業の6次産業化の推進に関する政策について、総体としてどの程度効果を上げているかなど

の総合的な観点から評価を行い、関係行政の今後の在り方の検討に資するために実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ インターネットでのお問合せについては、以下の総務省ＨＰで受け付けております。 

https://www.soumu.go.jp/hyouka/i-hyouka-form.html 

（連絡先） 
 

＜農林漁業の 6 次産業化の推進に関する政策評価＞ 
総務省行政評価局評価監視官（農林水産、環境、防衛担当） 

   担当：原屋 
電話：03-5253-5439（直通）、ＦＡＸ：03-5253-5443 

 

＜行政評価局調査全般について＞ 
総務省行政評価局総務課 

   担当：柏尾 
電話：03-5253-5407（直通）、ＦＡＸ：03-5253-5412 
 

 



農林漁業の6次産業化の推進に関する政策評価（総合性確保評価） 

 
 

主要調査対象 

農林水産省、経済産業省、内閣府、総務省、
国土交通省 

調査対象機関  

関連調査等対象機関  
都道府県、市町村、(株)農林漁業成長産業
化支援機構、(独)中小企業基盤整備機構、
関係団体等 

調査実施期間 

   平成28年12月～30年3月（予定） 

主要調査項目と調査の視点 

○ 農林漁業の6次産業化に関連する関係省庁の各種施策・事業等の実施状況を把握  

2 農林漁業の6次産業化に関する政策・施策の効果の発現状況 

1 農林漁業の6次産業化に関する政策・施策の実施状況 

 

調査の背景 

○  農山漁村を取り巻く状況は、 
 担い手の減少や高齢化の進行、 
 所得の減少など深刻 
 
○ ｢日本再興戦略｣(H25.6.14閣議 
 決定) では｢農林水産業を成長産 
 業にする｣などとされ、その実現 
 のための取組の一つとして農 
 林漁業の6次産業化（注1）を推進 

○ 農林漁業の6次産業 

 化の推進に関する政策 

 について、総体としてど 

 の程度効果を上げてい 

 るかなどの総合的な観 

 点から評価を行い、関係 

 行政の今後の在り方の 

 検討に資するために実 

 施 

○  政府方針では、6次産業化の目標（KPI）は、 
 「市場規模を平成32年に10兆円とする」などとさ 
 れており、直近の実績値は、平成25年度で4.7兆 
 円、26年度で5.1兆円 
 
○ 他方、六次産業化・地産地消法に基づく総合化 
 事業計画の進捗状況（注2）は、｢概ね事業計画どおり  
 に事業を実施中｣33％、｢事業計画に比べ遅れが 
 あるものの事業を実施中｣62％であり、｢計画した事  
 業が実施されていない｣も5％の状況 

注2  農林水産省の「六次産業化・地産地消法に基づく認定事業者に対するフォローアップ調査の 
  結果（平成27年度）」による。本調査は、六次産業化・地産地消法に基づき、総合化事業計画の 
  認定を受けた者のうち、平成26年4月1日から27年3月31日までに事業を実施した1,949事業者を 
  対象とし、1,880事業者が回答。 

○ 関係省庁等の実施している各種施策・事業等の効果の発現状況等を分析 

注1 「1次産業としての農林漁業と、2次産業としての製造業、3次産業 
  としての小売業等の事業との総合的かつ一体的な推進を図り、地 
  域資源を活用した新たな付加価値を生み出す」取組（六次産業化・ 
  地産地消法前文より引用） 
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